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金 剛山地東 麓 の用水 分配 組織

一 一奈良県新庄町寺 口の時水について

野 崎 清 孝*

TheIrrigationSystemattheEastslopesofKongomountains

InthecaseofTokimizuonTeraguchiofShinjyocho

KiyotakaNOZAKI

(昭和56年9月30日 受理)

は し が き

複数の村落を連 らねる水利集団やそれぞれの村落の内部における水利には取水,配 水な

どの地域的秩序が古 くか ら確立している.と くに奈良盆地のように乏水性の短小河川や小

型溜池に多 く依存しているところでは農業用水の利用をめ ぐって番水制度などの水利慣行

が伝統的に継承されてきた.番 水はもともと水稲の生育期間の乏水時にとられてきた特別

の配水法で一定の順序にしたがい時間的にまた分水施設によって水量を規則正しく分つ方

法である1).

番水制度のなかで もとくに厳密かっ周到な慣行としての時水がある.村 落内部において

耕作者ま1こは耕作者集団単位に水田面積に応じて比率を定めてそれぞれの耕地に順序を決

めて配水する方法である.し ナこがって耕作者または耕作者集団は比率から算出された時間

帯の中でそれぞれの耕地への引水をはかることになる.算 出されナこ配水時間はもともと属

地的すなわち耕地に付随していTVも のと考えられ,や がて便宜的にそれぞれの耕地を耕作

す る者ごとに時間が集計されることになった.時 水はかつてかなり広い範囲にわたって行

なわれていだ慣行であるが,近 世以降の溜池の増築や近時の吉野川分水の導入によって灌

概用水に余裕を来たし次第に消滅した.現 在 もなお行なわれているかまたは比較的最近ま

で行なわれていた地域としては鹿野園2)(奈良市)・ 槍原3)(御所市)箸 中 ・巻野内4)(ともに

桜井市)な どがあげ られよう.時 水は村落内部における内輪の慣行であるため時割に関す

る記録などは村落間のとりきめを規定した水利史料のよ うに長 く保存されることがない・

そのためその起源まナこは過去の経過にまでさかのぼることは困難で,現 行の実態を通じて

明 らかにすることになる.本 稿は今日なお時水が実施 されている北葛城郡新庄町寺口を選

び,大 字全体の水利構造を明 らかにする中で,と くにこの時水をとりあげよ うと考える・

1地 域 の 概 観

急斜面をなす金剛山地の東麓にはい くっかの扇状地が連なり,盆 地に向って流下する短
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小河川はそれぞれの流域での水田耕作にとって きわめて重要で不可欠の用水源となってい

る.山 麓での水田の高距限界は御所市高天の460mで 同じく水野では450m,北 葛城郡当

麻町の伏越では350mに 達している.寺 口扇状地では扇頂の220mか ら5.9。の勾配で緩傾

響藻1
第1図

斜する扇状地上に水田耕作が行なわれている.こ こでの用水源である柿本川(大 川),光

明谷川,御 手洗川はいずれ も東流し,南 北に走 る構造線によって標高125m付 近から下流

に向って開析が進んでい る.扇 状地上にはところどころに湧水地点があり,石 井池,仁 王

門池,芹 田池はいずれ もこれを導水してい る.し かしなが らいっぽ う砂礫層が広 く堆積し

ているため滲透 もいちじるしく所によって水田の乾湿,良 否の差は大 きい.
あがた

歴史的に先進地域であるこの地域は古代,葛 城県として開発 され,葛 城氏の勢力圏のも

とにあっナこ・ 付近0帯 には二塚古墳(銭 取塚)・ 金鋳古墳 ・神明神社古墳 ・屋敷山古墳を

始め群集墳である寺口千塚古墳群が分布する.式 内社としては金村神社(大 屋領金村)・

葛木御県神社(葛 木領 イシヰテ)が 鎮座 し,金 村神社は現在の大屋集落の南,柿 本川の左

岸にある小桐にあて られ,か つては方8町 の境内を有していたといわれる.律 令体制に入

るとこの地域は葛下郡に属 し,高 額郷に含まれたとの説 もあるが明 らかでない5).中 世に

なると平田庄八庄官の一つである興福寺0乗 院方国民の布施氏が拾頭 し,標 高374.7mの

寺口領布施に山城を構え,屋 敷山古墳を二次利用して居館の一っを築いた.昭 和49年,屋

敷山古墳の発掘に際して慶長6年(1601),桑 山氏が ここに入部す る以前の布施氏時代の

ものとおもわれ る瓦器や摺鉢などの破片が出土しナこ6).博 西神社(寺 口領石井)は 布施氏

時代には現在の氏子である寺口 ・大屋のほか新庄 ・桑海 ・中戸 ・弁之庄 ・南道穂 ・北道穂

・西室 ・東室 ・柿之本 ・北花内 ・笛堂 ・曽根 ・大西の氏神であったが,近 世に入ると次第

に氏子圏が縮少した.な お今日,博 西神社の経費分担は寺口8,大 屋2の 比率となってい

る.浄 願寺(寺 口領和田)は 布施氏の菩提寺で累代の墓は慶雲寺(大 屋領慶雲寺前)に あ

る.布 施氏滅亡後,寺 口は新庄に陣屋を構えた桑山氏の所領となり,天 和2年(1682),

改易されるまでの80年 間,付 近の村々とともにその支配を うけた.改 易後,他 の村々は幕
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府直領や永井藩領などになったが,寺 口のみは旗本桑山氏の知行地 として明治維新を迎え

た.明 治初年,南 藤井 ・大屋 ・中戸 ・弁之庄 とともに金沢村を形式しナこ時期 もあったが・

明治15年(1882)も との5村 に分離し,り1治22年(1889)の 町村制施行にともなって新庄

村(町)大 字寺口となった.

寺口は昭和56年 には戸数145,明 治初年の156戸 に比 して むしろ 減少している・ 本村

としての本郷は戸数90,宝 前 ・問屋 ・北川の3組 に分かれ,出 垣内としての二塚は戸数

55,北 方,二 塚(池 側を含む)の2組 に分かれてい る.と もに本郷の一一乗寺(浄 土真宗),

二塚の浄願寺(浄 土宗)の 檀徒で集落単位でみると入 り混 りがみられる.墓 地はかって本

郷と二塚にそれぞれあり,御 手洗川は神聖な川と崇められていナこため野辺送りの列はこれ

を渡ることができなか っアことい う.明 治初年になって本郷の墓地は廃せ られてともに二塚

の和田墓地にまとめられ今 日に至っている.昭 和26年 には水田が53haで 耕地面積の86%

を占め,畑 は8.6haで ある.明 治初年か ら20年代にかけては水稲栽培を中心に麦 ・菜種の

産があり,副 業として養蚕が行なわれていた.そ の後,戦 前にかけて商品作物が導入され

西瓜 ・大根の栽培が盛んであった.戦 後一時,シ ョウガの栽培が行なわれだこともあった

が,昭 和30年 代の終 りか ら40年代にかけてかわって花卉栽培が始まった.新 庄町全体の70

%を 占めるキクを申心にユ リ,ス イセン,チ ュー リップなどの球根が栽培され,紅 合を通

じて大阪 ・京都方面に出荷 されてい る.キ クは水稲 との輪作により球根栽培は裏作によっ

てい る.

2寺 ロの水利構造

(1}河 川 潅 溜i

寺口の水利は河川灌概 と溜池灌概に区分される.河 川灌概は全体の69%を 占め,柿 本川

(大川)・光明谷川・日野谷川の灌概にによる柿本川の河水は大井手その他A,B,C,D,

Eの 各井手からの直接導水によるもののほか銭取池と滝 ノ本池に導水されるものがある.

五月節(太 陽暦の6月5日 頃)の 番水開始に始まり,そ れか ら数え.て4か 目ごとの クレ6

ツか らアケ6ツ までの夜水は銭取池に込め られる.い っぽ うそれ以外の日の夜水は もっぱ

ら滝 ノ本池に込め られる7).銭 取池の池水は河川が直接かか らない高台の5haの 灌概にあ

てられる.滝 ノ本池掛は大川掛 と一体でこの池は昼にそなえて夜間,一 時的に河水を貯溜

す るためのものである.光 明谷川の河水は平林地区への導水のほかは直接灌概することな

く三宝池 と大申池(名 丸小池)に いったん貯溜した上,導 水 される・三宝池 と大巾池への

導水は柿本川番水開始の五月節に始まりアケ6ツ を基点に隔 口に行なわれ,破 番になるま

で くりかえされ る.そ の他,杉 之方 ・平林両地区 も河川灌概で杉之方地区はA川 の河水,

平林地区は光明谷川の取水を含めて河水があてられてい る・扇状地上の灌瀧は地形を基盤

としながらきわめて細かい ブロックごとにメカニックに灌概が行なわれているところに特

色がある.北 流す る日野谷川の灌概は四分六井手によって四分の寺口と六分の南藤井 ・葛

木(桑海 ・正導寺)8)に 分水 される.こ れは近世以来,村 落間にまたが る重要な井手で寺口

と南藤井 ・桑海 ・正導寺3か 村間に水論のあったことがつぎの文書によって明らかにさ

れる.

忍海郡寺口村領日野谷之内,

為取替申証文之事

南川北川用水二付,藤 井村正道寺村桑海村 此三ケ府汐寺
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(南藤井区有文書)
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(2)溜 池 潅 瀧

前述しナこ銭取池 ・滝 ノ本池 ・三宝池 ・大中池のほか寺口にとって直接関係する溜池は石

井池(あ たらし池)・仁王門池(ヨ モ池)・芹田池 ・名丸池などで,こ れ らは寺口の区有に

属す る.石 井池 ・仁王門池はともに西方の湧水を導入してい る.芹 田池は湧水地点をもと

第1表 寺口地区の溜池

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

溜 池

本

ー

下

取

池
ノ

田

屋

屋

銭

滝

和

大

大

池

上 池

石井池(あ た らし池)

仁王 門池(ヨ モ池)

芹 田 池

三 宝 池

大 中池(名 丸小池)

名 丸 池

岩 谷池(南 道穂池)

所 在 地 橘水面積
小 字(ha)

田

本

田

井

井

井

村

中

丸

丸

寺

寺

和

滝

和

石

石

石

金

大

名

名

0.20

0.30

1.20

0.22

0.35

0.09

0.12

0.03

0.30

0.20

0.20

0.60

貯 水 量

(m')

2,200

4,100

22,400

4,800

7,700

700

灌概面積
(加)

7,000

1,600j

4,500

18,0001

5

20

10

5

5

1

3

0.2

6

10

10

12

受益戸数

ら0

0

(
U

「
0

戻
」

-
⊥

只
り

り
0

り
0

り
0

15

∩乙

只
り

(
U

8

9
白

り0

つ
」

-
⊥

溜池管理大字

戸中屋大・

屋

屋

口寺

大

大

南道穂

「昭和39年 新庄町溜池台帳」か ら

めて築造 されてい るし,名 丸池はB川 の河水を込めている.い っぽ う和田池 ・大屋上池 ・

大屋下池 ・岩谷池(南 道穂池)は 寺口領内にあるが,他 の大字との共有池または他の大字

専用の区有池である.和 田池は寺口4,大 屋4,中 戸3の 割合で経費を分担す る共有池で

灌概面積10haの うち寺口領分は3.5haで ある.大 屋上池 ・大屋下池はともに大屋の区

有に属 し,灌 概面積5haの うち寺口領分は0.5haに す ぎない.岩 谷池は南道穂の区有で

余水に限って寺口領の平林地区などで取水できることになっている.下 流にある大字は地

形上,上 流の寺[領 内に池床をもとめなければならなかった.し かしなが ら池床を譲渡し

たこともあって寺口はこれ らの大字に対して上流の大字 としての とくに特権 といえるほど

のものを有しているわけではな く,い ずれ も魚草料を得てい るにす ぎない.

(3)時 水

時水の慣行が今 日も残ってい るのは河川灌概 としての杉之方地区 と平林地区,溜 池灌概

としての石井池掛 と仁王門池掛の4地 区である.い ずれ も柿本川の番水開始を基準として

時割に入 る.杉 之方地区は14番か らなり,A川 の河川をうけて上流か ら番にしたがって配

水 されてい る.水 田面積1町8反(1.8ha),1ロ ーテ0シ ョン100時 間で耕作者ごとに配

水 される.1畝(99㎡)当 りの配水時間は平均33分,番 によってかなりの差がある.最 高

は1畝 当り69分,最 低は9分 で概して上流に配水が多 く,下 流では少な くなっている.こ

れは水路に沿って湧水があるためで結果的には配水時間によって用水量の平均化がはから

れている.

平林地区は11番 か らな り,光 明谷川の河水を うけてここで も上流か ら配水されている.
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第3図 杉之方の番別配水(図 中の番号 は第2表 の番を示す)

第2表 杉之方 の時割

1畝 当 り水田面積 時 間

配水時間番(畝)(時)(分 ン

第3表 平林 の時割

114.1813139-一.-

1108:1509128:1番 水醗C時 賑 騨
4110.18181451110.2614122

512.1362921.14141

615.1516165314.0912128

7133.261131234111.0014122

817.0715141512.2712142

919.01151336123.14110126

10117.19114148717.0413125

11127.201101228118.2118126

12118.2916119919.0814126

1313.19121331018.2214127

14114.00121911118.01110133

言卜183.29100331i卜115.265227
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③
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01,000m

第4図 平林 の番別配水(図 中の番号 は第3表 の番を示す)
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水 田面 積1町1反5畝(1.1ha),1ロ0テ ー シ ョン52時 間 で 耕 作 者 ご とに ブ ロ ッ ク1こさ

れ て い るた め配 水 され る耕 地 が 分 か れ てい る と ころが あ る.1畝 当 りの配 水 時 間 は平 均27

分,最 高42分,最 低22分,杉 之方 地 区 の よ うに上 流 か ら下 流 に むか っ て配 水 時 間が 少 くな

る こ とが な い.こ こで は水 路 に そ っ て の 湧水 が ない た めで あ る.

石 井 池 掛 は9番 か らな り,こ こで も上 流 か ら配 水 され て い る.水 田面 積1田 ∫1反5畝

① ②

U

①

③

⑦ ⑧

①

第5図 石井池掛の 番別配水(図 中の番 号は第4表 の 番を示 つつ

番

1

2

3

4

5

6

7

8

9

汁

第4表

水 田 面 積

(畝)

4.00

7.08

52.21

6.20

6.03

6.14

9.09

13.15

9.24

115.2

石井池掛の時割

時 間
(時)

3

4

4

4

4

4

7

8

7

5

9
白

ρ
0

1畝 当 り

水 込 配 水

時 悶く分).

45

33

27

3U

39

37

45

36

43

34

(1.1ha),1ロ0テ0シ ョンは水込に要する時

聞を含めて65時 間で3番 はかって細か くブロッ

ク化されていアこ.1畝 当 りの配水時間は平均34

分,番 ごとにほとん ど差がない.こ こでは耕作

者が持時間内にそれぞれ池への水込と溜池から

各自の耕地への配水を一挙に行な う特殊な慣行

が継承されている.い わば溜池は一一時的に川水

の容器として利川されるわけで,そ れぞれの耕

作者は次の番に順 をまわす際には池水をいった

ん空にしてお くことになる.水 込と配水とを調

整しなが ら作業することが必要で,こ れは長年

の感によっているとい う.

仁王門池掛の時水慣行は石井池のそれに比し

てさらに特殊である.こ こでは番ごとには水込
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第6図 仁王門池掛の番別配水(図 中の番号は第5表 の番を示す)
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をす るだけで持時間 もこれに要するための もので

あって配水に要する時間ではない.以 上述べた3

地区 とも水親がいて全体の統制を行なっているが,

石井池掛ではその権限 ・責任は重 くない.仁 王門

池掛の場合は配水はこの地区に耕地を所有してい

る者以外か ら水親が水人足を指定し,そ の者が責

任をもってそれぞれの番ごとに平等に配水するも

のである.し たがって..と の水込時間と配水時

間は0致 するとは限 らず水込は労力提供ともい う

べきもので,い わば共同作業によって全体が組織,

運営されているとい うべきであろ う.水 親は番外

で番とは無関係に水人足の裁 量によってその耕地

への配水が行なわれてい る.番 は13番か らなり,

ここでは下流か ら配水されている.水 田面積は水

親の耕地を含めて1町7反7畝(1.8ha),水 込時

間は157時 間でローテーションする.1畝 当りの

水込時間は平均59分,番 ごとにほとん ど差がない.

9番 と10番は兄弟関係で時間は相互に融通しあっ

てい ると思われる.

番

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

水 親

計

第5表 仁王門池掛の時割

水 田 面 積

(畝)

11.05

10.14

15.02

11.08

3.06

15.18

14.02

18.26

26.12

5.16

7.14

15.27

5.13

(16.25)

160.13

(177.08)

時 間
(時)
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以上4地 区の1畝 当りの配水時間(水 込時間)を み ると杉之方地区 ・平林地区 ・石井池

掛は30分前後であるに比して仁王門池掛は水込時間であるが,60分 が割当て られていて乏

水性が顕著であることを示している.筆 者がかつて調査 しナこ桜井市箸中や巻野内では1畝

当りの配水時間が3.5～4分 にす ぎず,こ の地方の10分 の1に とどまっている.こ のこと

はこの地方が時水慣行の残存しているなかでも特に用水に苦心していることを物語 ってい

るといえる.砂 礫層であるため滲透性の著 るしい扇状地上の水田耕作の特色を端的に示 し

ている.4地 区の耕作者はすべて本郷の居住者で二塚の居住者は全 くいない.4地 区の う

ちどの地区かの時水に関係す る農家は33戸,う ち2地 区にまたが る農家が11戸 に及び,こ

のナこめ農作業が時間的に もきわめて制約 され不便を強い られてい る.

ま と め

古代以来開発 されてきた金剛山地東麓の扇状地では乏水性の河川に依存 し,番 水制をと

りいれることによって水田化がはか られてきた.番 水制の中で ももっとも厳密 ・周到な時

水はかつてこの地方0帯 に広 く実施 されてきたと考えられるが寺口には今なおこの慣行が

残存 している.寺 口の時水の中で も特色ある慣行 として石井池掛と仁王門池掛のそれがあ

る.こ れらの事例を報告して今後の用水分配組織に関する研究の一助にしたいと思 う.
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Summary

Kakinomotoriver,KomyodaniriverandMitarashiriverwhichflowdownthe

slopesofKongomountainsareallshortstreams.Atthepointwheretheserivers

leavethemountainsslopes,analluvialfanhasbeenformed,Andthepaddyfields

havebeencultivatedonitwithwaterflowingfromeachweirandeachpond.This

systemofdividingwateramongthefarmersiscalledTokimizu.It'saveryunique

custom,anditsoriginisnotclear.It`sacharacteristicofareaswithscantywater

supplythatsuchawastefulsystemasTokimizuisnowgoingon.


